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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本規格

協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS Z 8301:2005 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Z 8301：2008 
 

規格票の様式及び作成方法 
Rules for the layout and drafting of Japanese Industrial Standards 

 
序文 

この規格は，規格票の様式及び作成方法を統一することによって，規格の容易な理解，規格作成の能率

向上，規格相互の容易な比較などを目的としている。 

 

1 適用範囲 

この規格は，日本工業規格（JIS）の構成，構成要素及び体裁並びにその作成方法について規定する。 

なお，この規格の作成方法は，標準仕様書（TS）及び標準報告書（TR）に準用することができる。 

注記 この規格は，国際規格との対比を容易にするため及び国際規格の提案を容易にするため，2004

年に第 5 版として発行された ISO/IEC Directives－Part 2，Rules for the structure and drafting of 

International Standards を考慮した。ISO/IEC Directives－Part 2 との主な相違点の一覧を，その説

明を付けて，附属書 N に示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS P 0138 紙加工仕上寸法 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム－要求事項 

JIS X 0807 電子文献の引用法 

JIS Z 8002 標準化及び関連活動－一般的な用語 

JIS Z 8051 安全側面－規格への導入指針 

JIS Z 8201 数学記号 

JIS Z 8202-0 量及び単位－第 0 部：一般原則 

JIS Z 8202-1 量及び単位－第 1 部：空間及び時間 

JIS Z 8202-2 量及び単位－第 2 部：周期現象及び関連現象 

JIS Z 8202-3 量及び単位－第 3 部：力学 

JIS Z 8202-4 量及び単位－第 4 部：熱 

JIS Z 8202-5 量及び単位－第 5 部：電気及び磁気 

JIS Z 8202-6 量及び単位－第 6 部：光及び関連する電磁放射 

JIS Z 8202-7 量及び単位－第 7 部：音 

JIS Z 8202-8 量及び単位－第 8 部：物理化学及び分子物理学 

JIS Z 8202-9 量及び単位－第 9 部：原子物理学及び核物理学 


